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○東京都北区船着場条例施行規則

平成一二年三月二八日規則第一三号

改正

平成一八年三月三〇日規則第三五号

東京都北区船着場条例施行規則

（趣旨）

第一条　この規則は、東京都北区船着場条例（平成十二年三月東京都北区条例第二十一号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。

（使用の申請）

第二条　東京都北区船着場（以下「船着場」という。）を使用しようとする者は、条例第五条の規定に基づき、施設使用申請書（別記第一号様式）

を区長に提出しなければならない。

（使用の承認）

第三条　区長は、船着場の使用を承認したときは、申請者に対して施設使用承認書（別記第二号様式）を交付する。

（使用料の納付）

第四条　前条の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、次の各号の方法により使用料を納付しなければならない。ただ

し、これにより難い場合は、区長の指示する日までに納付するものとする。

一　条例第四条第一号に規定する用途に使用する場合は、使用した日の属する月の使用料を、翌月の区長の指定する日までに納付しなけ

ればならない。

二　条例第四条第四号に規定する用途に使用する場合は、使用承認後直ちに使用料を納付しなければならない。

（使用条件の変更等）

第五条　使用者は、使用条件の変更又は使用の取消しをしようとする場合は、あらかじめ施設使用変更・取消申請書（別記第三号様式）を区長

に提出しなければならない。

２　区長は、使用条件の変更又は使用の取消しを承認したときは、申請者に対して施設使用変更・取消承認書（別記第四号様式）を交付する。

（使用料の減免）

第六条　条例第八条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

一　条例第四条第二号に規定する用途に使用する場合　免除

二　前号に掲げる場合のほか、区と共催で使用する場合又は区長が特に公益性が高いと認める場合　免除又は五割減額

２　使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書（別記第五号様式）を区長に提出し、その承認を受けなければならない。た

だし、防災活動その他緊急時の使用については、この限りでない。

（使用料の還付）

第七条　条例第九条ただし書に規定する特別の理由により使用料を還付することができる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をい

い、還付する額は、当該各号に定めるところによる。

一　条例第十条第三号の規定により、使用の承認を取り消したときは、使用できなかつた日の使用料の全額

二　使用者の責任によらない理由によって使用できないときは、使用できなかつた日の使用料の全額

三　前二号に定めるもののほか、やむを得ない理由により、使用が制限され、又は停止されたときは、施設使用料の全額又はその一部

２　既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書（別記第六号様式）を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

（使用制限等の通知）

第八条　区長は、条例第十条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、使用者に対して施設使用制限

等通知書（別記第七号様式）によりその旨を通知する。

（損害賠償の手続）

第九条　使用者は、施設をき損し、又は滅失したときは、直ちに施設き損・滅失届出（別記第八号様式）により区長に届け出なければならない。

２　区長は、前項の届出が提出されたときは、調査のうえ、賠償額を決定する。

３　使用者は、前項の決定を受けたときは、直ちに区長に対して賠償額を支払わなければならない。

（係員の指示）

第十条　船着場の使用者及び船舶乗降者は、その使用又は乗降について係員の指示を守らなければならない。

（委任）

第十一条　この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付　則

（施行期日）

１　この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

（準備行為）

２　使用の申請その他船着場の使用のため必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

付　則（平成一八年三月三〇日規則第三五号）

（施行期日）



１　この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都北区船着場条例施行規則の規定により既に使用の承認を受けた者の使用料につい

ては、なお従前の例による。



第１号様式（第２条関係）



第２号様式（第３条関係）



第３号様式（第５条関係）



第４号様式（第５条関係）



第５号様式（第６条関係）



第６号様式（第７条関係）



第７号様式（第８条関係）



第８号様式（第９条関係）


